
道協議会

申請の流れ パターン①

取組実施者 道協議会
事務委託先

参加農業者

①
②

③④

① 参加農業者から化学肥料低減計画書及び領収書等の証憑書類の徴収
② 申請書類一式の内容確認を道協議会事務委託先へ依頼
③ 道協議会事務委託先から審査終了の旨を取組実施者へ報告
④ 承認申請書（様式1-1号）、取組計画書(別添)、参加農業者名簿(様式1-2号)及び参加農業者
全員分の化学肥料低減計画書を道協議会へ提出（※証憑書類は取組実施者が保管）



道協議会

申請の流れ パターン②

取組実施者
（肥料販売会社）

参加農業者が属する市町村の
道協議会事務委託先

属する市町村が同一の参加農業者

①
②

③④

① 参加農業者から化学肥料低減計画書及び領収書等の証憑書類の徴収
② 申請書類一式の内容確認を参加農業者が属する市町村の道協議会事務委託先へ依頼
③ 道協議会事務委託先から審査終了の旨を取組実施者へ報告
④ 承認申請書（様式1-1号）、取組計画書(別添)、参加農業者名簿(様式1-2号)及び参加農業者
全員分の化学肥料低減計画書を道協議会へ提出（※証憑書類は取組実施者が保管）


